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独立行政法人国際協力機構中期計画 

 

独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号。以下「通則法」という。）第 30条第

１項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構（以下「機構」という。）の平成 24

年度から始まる期間における中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）

を次のように定める。 

中期目標に示された開発援助を取り巻く情勢を踏まえ、政府から示される政府開発援

助に関する政策及び方針に基づく事業を効果的に実施するために、機構は「すべての人

が恩恵を受ける、ダイナミックな開発（Inclusive and Dynamic Development）」をビ

ジョンとし、グローバル化に伴う課題への対応、公正な成長と貧困削減、ガバナンスの

改善といった課題に対し、人間の安全保障の視点に基づき、開発途上地域の人々に包括

的な支援を迅速に実施する。特に、東日本大震災で甚大な被害を受けた際、世界各国か

ら多大な支援と連帯の表明を受けたこと、東日本大震災からの復興に向けて国を挙げて

取り組まなくてはいけないことを職員一人一人が胸に刻み、海外からの期待に応える協

力を進めるとともに、開発途上地域に広く事業展開し、国内にも各地に拠点を有する数

少ない公的機関である組織の特性を最大限に活かし、国内の課題や経験と海外の課題や

経験をつなぎ、双方の課題解決に資する取組を行う。 

機構は、平成 20年 10月の統合により、我が国政府開発援助の主要な手法である技術

協力、有償資金協力及び無償資金協力を一元的に担う援助機関となり、開発途上地域等

が抱える開発課題に対し、各援助手法の特性を踏まえ有機的に組み合わせた最適な協力

を実施することが可能となった。これまで尽力してきた統合のシナジー効果発現を今後

は一層深化させ、政府方針を踏まえたプログラム・アプローチを推進することにより、

国際競争力が高くより戦略的な事業を実施する。事業の実施に当たっては、民間からの

提案も活かした取組を強化し、NGO、中小企業を含めた本邦企業、大学等教育機関、地

方自治体等の多様な関係者と幅広いネットワークを構築し、オール・ジャパンの英知と

経験を結集して課題の解決に取り組む。 

また、現場においてこれまで培った知見の蓄積に加え、開発援助に関する国際的な潮

流を取り込むことにより、事業の実施に必要な分析や課題解決の能力といった面で組織

の専門性をより一層高めていく。加えて、対外的な発信を強化し、国際社会のパートナ

ーと連携を深めることにより、開発援助の世界において日本がリーダーシップを発揮す

る上で必要な知的貢献を行う。これらの取組を通じ、国際社会からの期待に応えるとと

もに、事業及び組織の透明性を高め、国内における市民をはじめとするさまざまな層の

国際協力への理解、支持、共感及び参加を得る。 
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さらに、国内における独立行政法人全般及び機構の運営の在り方に対する厳しい指摘

を真摯に受け止め、国民の負託に応えるために、組織・業務全般について不断の改善を

自律的に行うことにより、より戦略的、効果的かつ効率的な業務実施を実現する。 

 中期計画を実施するに当たっては、関係行政機関と連携しつつ、あらゆる努力を行う

とともに、事業の特性を踏まえて、毎年度の年度計画においてできる限り定量的かつ具

体的に目標設定する。 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

（１）より戦略的な事業の実施に向けた取組 

政府開発援助大綱及び政府開発援助に関する中期政策並びに国別援助方針、年度毎の

国際協力重点方針をはじめとする政府の政策及び政府の国･地域別、分野･課題別の援助

方針に則り、開発途上地域の開発政策及び援助需要を踏まえ、事業量のみならず成果を

重視し、PDCAサイクルを徹底した効果的な事業を実施する｡我が国政府が開発協力の重

点分野として掲げる貧困削減、持続的経済成長、地球規模課題への対応及び平和の構築

に沿って、戦略的、効果的かつ効率的な援助を実施していくため、機構は援助機関とし

ての専門性を活かし、国･地域別の分析や相手国との対話を通じ、援助の現場における

開発ニーズ･実態を把握し、技術協力、有償資金協力及び無償資金協力を柔軟かつ有機

的に組み合わせたプログラム・アプローチを強化する｡また、援助機関としての専門性

を活かした事業構想力を強化し、案件形成・実施能力を向上させるため、機動力のある

実施体制を整備する。加えて、既存の援助手法のみに限定することなく、柔軟に事業を

実施するアプローチ、手法、プロセスの改善を図る。実施に際しては、東日本大震災か

らの復興、防災、少子高齢化、環境・エネルギー等、国内の課題・経験と海外の課題を

つないで双方の課題解決に貢献するよう努める。同時に、開発協力に対する国民の共感

を高めるため、国民の理解と支持を向上するための措置を実施する。 

政府の援助方針等の政策を踏まえ、すべての人々が恩恵を受けるダイナミックな開発

を進めるという機構のビジョンのもとに、貧困削減、持続的成長、地球規模課題への対

応及び平和の構築を重点分野とした人間の安全保障の視点に基づく優良な案件の形成、

実施を行う。 

具体的には、 

 

（イ）貧困削減（MDGs達成への貢献） 

●公正な成長とそれを通じた持続的な貧困削減のため、貧困層自身が潜在的に持つ様々

な能力の強化及びその能力を発揮できる環境整備を支援する。 

 

（ロ）持続的経済成長 

●我が国自身の復興・成長体験、知識・技術・制度を世界と共有し、日本の成長にも配
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慮しつつ、途上国の持続的成長を後押しする。その際、経済成長の果実が、貧困層も含

め広く配分されるよう、格差是正にも配慮して事業を実施する。 

 

（ハ）地球規模課題への対応 

●地球温暖化をはじめとする環境問題、感染症、食料、エネルギー、防災等といった地

球規模課題に対して、国際社会と協調しつつ、課題解決に取り組む。 

 

（ニ）平和の構築 

●紛争の発生と再発を予防し、平和を定着させるため、緊急人道支援から、復興・開発

に至るまでの継ぎ目のない平和構築支援を行う。 

 

（ホ）事業の戦略性強化及び事業マネジメントの向上 

●国・地域別の分析、課題・分野別の実施指針等に基づき、技術協力、有償資金協力、

無償資金協力等を有機的に組み合わせたプログラム・アプローチを推進する。 

 

●より戦略的、効果的かつ効率的に案件を実施するために、事業成果をとりまとめ、内

外に発信するとともに、事業終了後のモニタリング及びフォローアップを含めた PDCA

サイクルを徹底する。 

 

●事業実施に当たり、個人、組織、制度・社会システムのすべてのレベルにおける総合

的能力開発を重視し、途上国の課題対処能力の向上プロセスを包括的に支援する。 

 

●開発途上地域支援における南南協力の意義と有効性に留意し、三角協力を戦略的に実

施し、その知見の蓄積・発信に努める。 

 

（２）事業構想力・情報発信力の強化 

（イ）事業構想力の強化 

（ⅰ）多様化・複雑化する開発ニーズについて、国・地域別の開発課題を把握・分析し

た国別分析ペーパー、課題・分野別の実施指針等の策定を促進する。 

（ⅱ）各開発課題や事業実施に関連する知識・ノウハウを恒常的に蓄積し、事業関係者

の間で共有し、効果的な活用を推進する。 

（ⅲ）ボランティア・専門家等が現場で有する情報・知見の共有及び本邦企業や NGOと

の対話を強化し、現地 ODAタスクフォースの情報収集・分析作業に一層の貢献を行う。 

 具体的には、 

 

●開発課題にまつわる背景・現状を適切に把握し、課題解決のためのアプローチとして、

国・地域別の開発課題を整理・分析したペーパー（中期目標期間終了までに 50 ヶ国程
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度）及び分野・課題別の分析・実施指針等の策定を促進する。 

 

●戦略的な事業を実施するために、相手国政府との対話や事業実施から得られる情報を

蓄積し、援助機関としての専門性を強化する。 

 

●多様な関係者から得られる情報（関連する知識・ノウハウ）を活用し、現地 ODAタス

クフォースにおいて知見、経験及び情報の共有を行う。 

 

（ロ）国際社会におけるリーダーシップの発揮への貢献 

国際社会と我が国の共同利益の実現に向けて、地球規模課題の解決やそのための意識

向上に積極的に関与するとともに、国際社会の議論のリードに貢献する。また、国際社

会と足並みを揃えつつ、我が国が主導する援助政策・アプローチを広め、我が国の存在

感を高めるため、国際機関、新興ドナーといった国際社会のパートナーとの連携を進め

る。 

具体的には、 

 

●より効果の高い援助の実現に向け、機構がこれまでの経験から蓄積している効果的な

アプローチ等の知見を国際社会において幅広く共有し、国際援助潮流、各地域・国の支

援方針づくり等に主要メンバーとして参画するとともに、地域・国毎の援助協調を更に

進めるよう努め、地球規模課題等の課題解決に寄与する。 

 

●新興ドナーとの戦略的なパートナーシップを強化し、三角協力を推進するとともに、

援助協調の枠組への橋渡しを行う。 

 

●プログラムや個別案件レベルにおいて、国際機関等の他機関との連携を推進する。 

 

（ハ）研究 

開発途上地域及び我が国を含む国際社会の情勢の変化に対する洞察と中長期的な展

望を踏まえつつ、より戦略的、効果的かつ効率的な事業を実施するため、機構は、開発

協力に関係する我が国及び海外の大学や研究機関と連携し、機構事業での確実な活用及

び国際的な援助潮流への影響を拡大すべく、研究領域を設定し、また研究課題を実施す

る。その貢献について定期的に検証を行い、研究の成果に基づき対外発信を更に充実さ

せる。 

具体的には、 

 

●機構の事業への反映や国際援助潮流に影響を与え得る研究テーマの設定を行うとと

もに、質の高い研究を効率的に実施するため、機構が事業実施を通じて培ったこれまで
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の知見を活用しつつ、共同研究や委託を含めて国内外のリソースとの連携、内部体制の

充実、外部査読、第三者委員会による検証等の研究の質の確保への取組を強化する。ま

た、研究成果の組織内への還元と対外発信の強化のため、戦略的な発信機会の確保と発

信媒体の工夫に取り組む。 

 

（３）民間との連携の推進をはじめとする、多様な関係者の「結節点」としての役割の

強化 

（イ）「国際展開戦略」の実施に向けた経済協力の戦略的実施 

我が国の優れた技術・ノウハウを開発途上地域に提供することを通じ、開発途上地域

の経済発展を支援するとともに、世界経済の成長を取り込み、日本経済の活性化につな

げるため、我が国企業等によるインフラ等の輸出並びに中小企業及び地方自治体等の海

外展開にも寄与すべく、円借款制度の改善、海外投融資の活用、民間企業及び地方自治

体等からの提案に基づく案件の形成（官民連携（ＰＰＰ）案件を含む）、法制度整備支

援・人材育成支援の実施等の戦略的な開発支援を行う。 

具体的には、 

 

●開発途上地域の開発課題解決に裨益する分野において、円借款や海外投融資の活用に

加え、中小企業を含む民間企業や地方自治体等との連携による技術協力や調査の実施を

通じ、我が国の民間企業及び地方自治体等によるインフラ等の輸出を含む海外展開拡大

にも資する取組を推進する。 

 

（ロ）NGO、企業等の多様な関係者との連携 

 官民の「人」、「知恵」、「資金」、「技術」を全て結集した「オール・ジャパン」の体制

で効果的かつ効率的な開発支援を推進するとともに、グローバルな人材の育成にも資す

るべく、NGO、中小企業を含む民間企業、教育機関、地方自治体等の多様な国内関係者

との連携を強化する。 

具体的には、 

 

●NGO、中小企業を含む民間企業、教育機関、地方自治体等、多様な関係者とのパート

ナーシップを強化するとともに、JICA事業への参加を促進し、その人材、知見、資金、

技術を開発途上地域の開発課題解決に活用する。また、これら関係者のグローバル展開

に必要な人材の育成・確保への貢献等を行う。 

 

（４）国民の理解と参加の促進 

 開発協力の実施には国民の理解と支持が不可欠であり、その意義と実態を国民へ伝え

るため、機構は、効果的・効率的な情報の発信と国民参加の促進に取り組む。 

（イ）ボランティア 
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ボランティア事業は、開発途上地域の経済及び社会の発展、復興への寄与、我が国と

開発途上地域の友好親善及び相互理解の深化、並びに国際的視野の涵養と経験の社会還

元を事業の目的とし、効果的かつ効率的に実施する。本事業を取り巻く環境の変化に対

応するため外務省及び機構が行った平成 23 年 7 月の海外ボランティア事業のあり方及

び同年 8 月の同事業の実施のあり方の抜本的な見直し（「草の根外交官：共生と絆のた

めに～我が国の海外ボランティア事業～」）の結果を踏まえ、事業の質向上のための事

業実施体制や運営手法の改善、ODAの他事業や専門性を有する企業、地方自治体、NGO、

他機関等との連携の強化、帰国後の社会還元支援を含む、国民が安心して参加できるよ

うな取組の強化、事業にふさわしい評価の実施、ボランティアの活動状況・成果・帰国

後の活躍状況の「見える化」等の取組を着実に実施する。 

具体的には、 

 

●開発課題の解決に資する事業の実施や他事業及び他機関との連携を通じて事業の質

を高める取組を促進する。 

 

●ボランティアの活動状況の「見える化」の取組を進める。 

 

●派遣中ボランティアの現地活動の支援を強化する。 

 

●国民参加型事業として、多様な人材の参加を促進するために、自治体、民間企業、大

学等との連携の強化に取り組む。 

 

●開発ニーズを満たす人材の養成・確保を進めるために、より効果的で効率的な募集・

選考、訓練・研修への改善を進める。 

 

●帰国ボランティアの社会における積極的な活用を進めるための具体的な方策を検

討・実施するとともに、グローバルな視点を有するボランティアの経験の社会還元及び

帰国後のキャリアアップへの側面支援等の取組を強化する。 

 

（ロ）市民参加協力  

 NGOや自治体、教育機関等知見と技術を有する団体が担い手となる事業を実施するこ

とは、ODAに対する国民の理解増進に資するものであり、現地の実情に一層合致したよ

り適正かつ効果的な技術の移転に資するものである。このような観点から、機構は、NGO

等との連携を推進し、草の根技術協力事業の実施に当たっては、開発途上地域の人々の

生活改善・生計向上に直接役立つ基礎生活分野を中心として、政府対政府による国際協

力事業では十分手が届き難い、草の根レベルのきめ細やかな協力を効果的に行う。また、

幅広い国民の参加を得るため、主体的な発意が尊重されるよう配慮するとともに、手続
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の更なる迅速化に努める。 

国民の理解と参加の促進を目的として、NGO、教育機関、地方自治体等の様々な団体・

個人が発意し、自ら取り組む国際協力活動に対し、支援サービスを提供する。 

具体的には、 

 

●草の根技術協力事業については、幅広い国民から事業の趣旨に合致した応募を得るた

めに、対象協力地域に関する情報や事業例等をわかりやすく説明するよう努めるととも

に、事業の効果発現と成果向上に向けた体系的な事業運営の改善及び事務手続きの一層

の簡素化・迅速化を図る。 

 

●国内拠点等を通じて、地域に密着した国際協力活動を支援するとともに、NGOや教育

機関、地方自治体等との連携の強化等により、開発教育の質の向上に取り組む。 

 

●国際協力の実践を目指す NGO等に対し、人材育成、組織強化、事業マネジメントの向

上等を目的としたプログラムを推進する。 

 

（ハ）開発人材の育成（人材の養成及び確保） 

国際協力に係る優れた人材の養成及び確保は、広く事業全般の基盤をなすものであり、

また、我が国の国際協力の質的向上に直接関連するものである。このため機構は、コン

サルタント等開発を担う人材の養成及び確保のための研修等の業務を、開発ニーズを踏

まえて的確に行う。 

具体的には、 

 

●国際協力人材センターの情報発信機能の強化を通じ、国際協力への参加機会及び人材

育成機会に関する情報提供を効果的に行う。 

 

●援助ニーズが高いものの人材が不足している分野課題に対応した能力強化研修等の

実施により、開発を担う人材の能力開発・強化に取り組む。 

 

（二）広報 

（ⅰ）ODAの現場を伝える広報 

国民に対する説明責任を果たし、国際協力に対する国民の信頼、理解・共感及び参加

を促進するとともに、機構が事業を展開する開発途上地域における人々の我が国 ODAに

対する理解を促進するとの観点から、マスメディアや NGO等との連携を強化するととも

に、国内及び海外拠点を有効に活用し、国内広報及び海外広報に適正に取り組む。機構

は国民の情報アクセスのハブとなり、利用者にとっての利便性・分かりやすさを向上さ

せるとともに、ODA 案件の形成・実施に際し、国民への情報開示を積極的に推進する。 
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（ⅱ）「見える化」の徹底（透明性の向上） 

成果重視への転換による援助の効果の明示、全ての ODA 資金協力プロジェクトの現

状・成果等を体系的に可視化するウェブサイト（HP）等を通じ、情報開示を強化する。

その際、成功事例か失敗事例かに関わらず情報を開示する。このように開発協力の透明

性を高め、また、目的や実態をできるだけ分かりやすく伝えることで、国民の ODAに対

する信頼を高める。 

 

（５）事業実施に向けた取組 

（イ）技術協力、有償資金協力、無償資金協力 

（ⅰ）技術協力 

 技術協力は、開発途上地域の人々が直面する開発課題に自ら対処していくための総合

的な能力向上を目指す、人を介した協力であり、機構は、条約その他の国際約束に基づ

き、人的資源の開発、技術水準の向上及び公共的な開発計画の立案を支援することによ

り、開発途上地域の経済的社会的開発の促進及び福祉の向上に寄与することを目的とし

て、案件を戦略的、効果的かつ効率的に実施する。 

具体的には、 

  

●人的資源開発・計画立案・制度改善を中心に、各国、地域の課題解決のために適正か

つ迅速な案件の形成・実施に努める。 

 

●我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ及び実施上の課題を踏まえ、開発効

果の高い案件の形成・実施に向けた制度改善に取り組む。 

 

（ⅱ）有償資金協力 

有償資金協力は、開発途上地域に対して条約その他の国際約束に基づき、又は開発事

業を実施する我が国又は開発途上地域の法人等に対して金利・償還期間等について緩や

かな条件の下で資金を提供することによって、開発途上地域の自助努力による経済発展、

経済的自立等を支援するものであり、機構は、借入国政府の能力向上の支援を含む取組

による事業プロセスの迅速化や制度改善を図り、案件を戦略的、効果的かつ効率的に実

施する。我が国又は開発途上地域の法人等に対する有償資金協力（海外投融資）につい

ては、既存の金融機関では対応できない、開発効果の高い事業を対象とし、適切な監理

を行いつつ、平成 25 年 6 月に閣議決定された日本再興戦略の考え方に従って対応して

いく。その際、パイロットアプローチからの教訓をリスク審査・管理体制等に確実に反

映させた上で、万全の体制で実施していく。 

具体的には、 
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●自助努力による経済発展、経済的自立等、開発途上地域の課題の解決に適切に対応す

るため、同地域のニーズや民間との連携の観点も踏まえ、案件の適切かつ迅速な形成・

実施に努める。 

 

●我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ及び実施上の課題を踏まえ、更なる

迅速化や、借入国の為替リスクの軽減等、政府と共に開発効果の高い案件の形成・実施

に向けた制度改善に取り組む。 

 

●海外投融資については、既存の金融機関では対応できない、開発効果の高い案件に対

応するという考え方に則り、民間セクターを通じた開発途上地域の開発促進のため、民

間企業等の案件ニーズの把握・発掘に取り組むとともに、優良案件の形成に努め、パイ

ロットアプローチからの教訓をリスク審査・管理体制等に反映しながら、対応していく。 

 

（ⅲ）無償資金協力  

無償資金協力は、開発途上地域の基礎生活分野向上、社会基盤整備、環境保全、人材

育成等を中心とする経済社会開発に資するために行う返済義務を課さない資金協力で

あり、機構は、条約その他の国際約束に基づき、案件を戦略的、効果的かつ効率的に実

施するとともに、外務大臣が自ら行う無償資金協力のうち、機構の関与が必要なものと

して外務大臣が指定するものについては、その案件が戦略的、効果的かつ効率的に実施

されるよう、その促進に努める。 

ODAの開発効果を確実に実現するため、案件規模の適正化を図りつつ、引き続きコス

ト縮減に努めるとともに、予測できないリスクに対応する仕組を強化する等の取組を通

じて企業の参加促進を図り、競争性を高める。 

 具体的には、 

 

●基礎生活分野、社会基盤整備、環境保全、人材育成等を中心とする経済社会開発を中

心に各国、地域の課題解決のために適正かつ迅速な案件の形成・実施に努める。 

 

●我が国の政策的な優先度と開発途上地域のニーズ及び実施上の課題を踏まえ、開発効

果の高い案件の形成・実施に向けた制度改善に取り組む。 

 

（ロ）災害援助等協力 

 機構は、開発途上地域等における大規模災害による被災者救済のため、国際社会等と

連携して、国際緊急援助隊派遣及び緊急援助物資供与の迅速、効率的かつ効果的な実施

を図る。 

具体的には、 
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●大規模災害発生時には、被災国のニーズを的確に把握し、国際社会等との協調により

適切な規模・内容の緊急援助を迅速かつ効果的に実施するよう取り組むとともに、実施

後のモニタリングを引き続き行う。 

 

●国際緊急援助隊については、平時より国際標準を踏まえた研修・訓練を充実させ待機

要員の能力の維持・向上を図るとともに、同隊の活動に必要な資機材を整備する。また、

緊急援助物資については、備蓄体制の最適化に努める。 

 

●国連等、緊急人道援助に関係する内外の機関、組織との協力関係を平時より構築し、

緊急時における円滑かつ効果的な援助の実施を図る。 

 

（ハ）海外移住 

 機構は、本事業を実施するに当たっては、移住者の属する地域の開発に資するよう留

意し、移住者の定着・安定化を見つつ、政府が行う個別の事業目的とその達成状況の検

証及び必要性の判断を踏まえ、海外移住者の団体に対する支援事業については、引き続

き高齢者福祉支援及び人材育成分野への重点化を行う。また、外交政策上の重要性を踏

まえ、海外移住・日系人社会に関する国民への啓発・広報、学術的研究等、海外移住に

関する知識を普及する。融資事業においては、各移住融資債務者の状況等を踏まえ、必

要に応じ償還計画の見直し等を行い、債権の回収・整理を適切に進めるとともに、早期

に債権管理業務を終了する方策を立てる。 

なお、日系個別研修については、事業規模の縮減を行い、機構で実施する日系人とし

てのアイデンティティ向上を目的とした研修については、国際交流基金と事業実施状況

の情報共有等を含めた連携を図り、効果的かつ効率的に実施する。 

 

（６）事業の横断的事項に関する取組 

（イ）環境社会配慮 

 機構は、事業実施に当たっては、環境影響及び住民移転等の社会的影響の回避・最小

化に関する職員その他の関係者の意識を高め、環境社会配慮ガイドライン（平成 22 年

7月 1日より施行）に則り、第三者の関与も得て、環境及び社会に配慮した業務運営を

行う。 

 

（ロ）男女共同参画 

 開発における公平性の確保及び開発効果の向上の観点から、機構は事業実施に当たり、

女性の開発への積極的参画及び開発からの受益の確保について十分に配慮し、女性の地

位向上に一層取り組む。そのため、職員その他の関係者に、開発援助におけるジェンダ

ー主流化推進の重要性についての理解促進を図るとともに、実施の各段階において、ジ

ェンダーの視点に立った業務運営を行う。 
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（ハ）事業評価  

 客観的な事業の運用・効果指標の設定を含む事前評価から、当初想定した事業効果の

発現度合い及び事業実施からの教訓の抽出を含む事後評価にいたる体系的かつ効率的

な事業評価（PDCA サイクル）を適切に実施する。また、これらの事業評価の内容につ

いて国民にわかりやすい形で公表し、「ODA の見える化」を推進するとともに、評価内

容を迅速かつ的確に新たな事業等にフィードバックする。 

具体的には、 

 

●事後評価の着実な実施を通じて事業評価の質を高めるとともに、得られた教訓の事業

へのフィードバック強化に資する適切な評価情報の共有に取り組む。 

 

●国民への事業評価結果の情報開示を改善しつつ、よりわかりやすく迅速な発信を進め

る。 

 

●プログラム化の進捗も踏まえたプログラムレベルでの評価やインパクト評価等、新た

な評価手法の実施に取り組む。 

 

（ニ）安全対策の強化 

 機構は、安全情報を収集し、機構事業関係者に対し、適切な安全対策を講じる。 

具体的には、 

 

●海外における事業の実施現場が開発途上地域であることを踏まえ、各国の治安状況や

交通事情等のリスクを考慮した安全対策措置が不可欠である。この観点から、派遣専門

家、ボランティア、職員等の関係者に対し適切な安全対策を講じる。 

 

●施設建設等を含む事業に関し、開発途上国政府・事業実施機関、コンサルタント、コ

ントラクターによる安全対策に係る取組の徹底及びこれらの不足を必要に応じて支援

する仕組の強化を図る。 

 

（ホ）外交戦略の遂行上その他必要な措置の実施 

機構は、独立行政法人国際協力機構法（平成 14 年法律第 136 号。以下「機構法」と

いう。）第 40条に基づく、主務大臣の要請に対しては、正当な理由がない限り迅速に対

応する。 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置  

（１）組織運営の機動性向上 
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機構は、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12月 7日閣議

決定）に基づく取組を着実に進め、開発途上地域のニーズの多様化や我が国の開発援助

政策の重点の変化等の内外の環境の変化に対応し、戦略的、効果的かつ効率的な援助を

実施する体制を整備する。この観点から、柔軟に組織を変更できる独立行政法人の制度

趣旨を活かし、必要な機能強化を図りつつ、組織編成の理念及びそれぞれの果たすべき

機能・役割を再度整理した上で、本部体制の適正化に向けスリム化を行う。 

海外拠点については、国際情勢の変化等を踏まえた配置の適正化のため必要な見直し

を行う。また、効果的・効率的な事業実施のため、着実に国内の人員を在外の人員へシ

フトすること等により、国別分析の強化や事業展開計画、現地 ODAタスクフォースへの

参画等を通じ、多様化するニーズを的確に把握し、海外の現場における被援助国関係者

や他ドナーとの対話や案件形成機能等、現場機能の総合的な強化に取り組む。さらに、

国際交流基金、日本貿易振興機構及び国際観光振興機構の海外事務所と、事業の連携強

化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持することに留意し、

共用化又は近接化を進める。 

国内拠点については、個々の必要性等を検証し、配置の見直しを進めるとともに、そ

れぞれの拠点の機能・役割、利用状況、施設保有の経済合理性等に関する第三者による

検証結果を踏まえ、地域特有の経験やネットワークを活用し、開発途上地域における開

発課題の貢献のみならず、地域における国際協力の結節点として、その強化に努め、国

民の国際協力の理解・共感、支持、参加を促進する。また、中小企業及び地方自治体等

の海外展開を支援する。 

具体的には、 

 

●独立行政法人の制度趣旨を活かし、地域・国毎の援助ニーズへのより迅速かつ的確な

対応及び戦略的、効果的な事業の実施が可能となるよう本部体制の見直しを行い、必要

な機能強化を図りつつ、部や課の再編を通じた本部体制のスリム化を行う。 

 

●海外拠点について、開発途上地域の経済成長などの国際情勢の変化、プロジェクトの

実施期間等の状況を踏まえ、配置の適正化のための必要な見直しを行う。 

 

●各国の状況に応じ、現地職員の一層の活用を図る観点から研修の充実や業務実施体制

の見直しを行うとともに、国内から在外への着実な人員シフト、本部からの在外支援機

能の強化等を通じ、海外の現場機能の強化に取り組む。 

 

●広尾センターの機能移転、大阪国際センターと兵庫国際センターの統合に当たっては、

それぞれの拠点がこれまで果たしてきた役割や実績を損なうことなく、体制の見直しを

進める。札幌国際センターと帯広国際センターについては、地元自治体・関係者との調

整を踏まえて統合し、また、東京国際センターと横浜国際センターについては、長期的
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な研修員受入事業のあり方、海外移住資料館の扱い及び施設の稼働率等を踏まえ統合を

検討し、一定の結論を得る。 

 

●国内拠点については、国民の国際協力への理解・共感、支持、参加を促進する観点か

ら、また、中小企業及び地方自治体等の海外展開を支援する観点から、民間企業、NGO、

地方自治体、大学等との多様なパートナーとの連携を促進し、技術協力、ボランティア

事業、市民参加協力、開発教育支援、広報、調査等への取組を通じ、各拠点の特性を活

かした効果的かつ効率的な活動を行う。 

 

（２）適正かつ公正な組織・業務運営の実施 

 機構は、実施する業務の特性を踏まえ、質の確保に留意しつつ、以下の取組を通じ業

務運営が適正かつ公正となるよう努める。 

（イ）契約の競争性・透明性の拡大 

機構は、契約取引については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）及び「公共サービス改革基本方針」等の

政府方針を踏まえ、優良案件の形成のために必要な開発コンサルタント育成にも留意し

つつ競争性を確保する観点から、開発コンサルタント等が応募しやすい環境を整備し、

一者応札・応募の改善方策を講じる等の契約の点検・見直しを行う。併せて、機構は、

不正行為等に対しては、法令、規程及びガイドラインに基づき厳正な措置をとることで、

適正な実施を確保する。 

具体的には、 

 

●競争性の向上を含む契約適正化の観点から、一者応札・応募の削減や契約手続きの更

なる改善への取組を継続する。 

 

●契約の透明性をより一層向上する観点から、契約取引先の選定過程、選定基準、選定

結果、契約実績等の公表を行うとともに、選定過程に関し引き続き第三者による検証を

行う。 

 

●不正行為等に対しては、法令、規程及びガイドラインに基づき厳正な措置をとること

で、適正な実施を確保する。 

 

●関連公益法人との契約については、原則として一般競争入札により行うなど、引き続

き競争性及び透明性の確保に努める。 

 

（ロ）ガバナンスの強化と透明性向上 

 機構は、組織の目標を達成するために、適切な体制・制度整備及び運用（モニタリン
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グを含む。）により、金融業務型のガバナンスが適用される有償資金協力の特性も踏ま

えた内部統制の充実・強化を図り、マネジメント及び業績管理を改善する。 

（ⅰ）内部監査を行い、外部監査結果も含め、監査結果に基づくフォローアップを適切

に行う。 

（ⅱ）機構の組織内における適正な業務運営を確保し、不断の業務改善を推進するため、

内部通報制度の環境整備を行う等、内部統制機能を強化する。 

（ⅲ）管理する情報の安全性向上のため、「国民を守る情報セキュリティ戦略」等の政

府の方針を踏まえた適切な情報セキュリティ対策を推進し、必要な措置をとる。 

（ⅳ）各年度の業績評価に関し、外部有識者を含めて法人による評価を行い、組織目標

管理を通じて業務運営に反映させる。 

（ⅴ）国際協力事業の最前線に立つ専門家、ボランティア、NGO、コンサルタントをは

じめとする民間企業等の関係者の意見を業務運営に適切に反映させるため、機構の業務

への改善提案を幅広く受け付ける機会を設ける。 

 

（ハ）事務の合理化・適正化 

実施する業務の特性を踏まえ、効率的な業務運営の環境を確保するとともに、事業が

合理的、適正になされるよう、事務処理の改善を図る。  

具体的には、 

 

●契約事務を見直し、契約取引先の選定及び精算の各手続きの簡素化、機材調達事務の

効率化、契約情報管理の効率化、在外事務所の調達実施体制の適正化等、事務を合理化・

簡素化する。 

 

●専門家等派遣、研修員受入、ボランティア関連業務等の手続きの更なる効率化に取り

組む。 

 

（３）経費の効率化・給与水準の適正化等、保有資産の適正な見直し 

（イ）経費の効率化 

中期目標期間中、運営費交付金を充当して行う業務については、業務の質の確保に留

意しつつ、一般管理費及び業務経費（特別業務費及び特殊要因を除く。）の合計につい

て、専門家、企画調査員及び在外健康管理員等の手当等の適正かつ厳格な見直し、ボラ

ンティアに支給される手当等の適正化、固定的経費等の経費の削減により、毎事業年度

１．４％以上の効率化を達成する。ただし、人件費については次項に基づいた効率化を

図ることとし、本項の対象としない。 

 

（ロ）給与水準の適正化等 

給与水準については、機構の業務の特殊性により対国家公務員を上回っているが（地
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域・学歴勘案 109.3（22年度実績））、本中期目標期間中においても引き続き不断の見直

しを行い、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方につい

て厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組む

とともに、その検証結果や取組状況を公表する。 

また、総人件費については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、見直しを図

るものとする。その際、在外職員に対する在勤手当についても、国や民間企業等の事例

も参照しつつ可能な限り早期に適切に見直す。 

 

（ハ）保有資産の適正な見直し 

機構の保有する資産については、詳細な資産情報の公表を引き続き行うとともに、資

産の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な処

分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要性について不断に見直しを行う

ものとする。また、機構の資産の実態把握に基づき、機構が保有し続ける必要があるか

を厳しく検証し、支障のない限り、売却又は国への返納等を行うものとする。職員宿舎

については、独立行政法人の宿舎の見直しに係る政府の方針に則り、適切に対応する。 

竹橋合同ビルの区分所有部分については、有効な利活用方策を検討した上で、保有の

必要性がなく、売却が合理的であると判断される場合には、処分する。 

 

３．予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。） 

（１）機構は、運営費交付金を充当して行う業務については、「２．業務運営の効率化

に関する目標を達成するためとるべき措置」で定めた事項について配慮した中期計画の

予算、収支計画及び資金計画を作成し、当該予算等に基づき質の確保に留意し、予算執

行管理のより一層の適正化を図りつつ運営を行う。また、毎年の運営費交付金額の算定

については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に行うものとす

る。加えて、財務内容の一層の透明性を確保する観点から、財務諸表におけるセグメン

ト情報等の充実を図り、運営費交付金債務残高の発生原因や当該発生原因を踏まえた今

後の対応等について、業務実績報告書等で更に具体的に明らかにする。 

なお、平成 24 年度補正予算（第１号）により追加的に措置された運営費交付金及び

施設整備費補助金については、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成 25 年 1 月

11 日）において、復興・防災対策、成長による富の創出及び暮らしの安心・地域活性

化のために措置されたことを認識し、中小企業及び地方自治体の国際展開支援等に係る

技術協力並びに防災・減災機能向上のための施設改修に活用する。 

平成 25 年度補正予算（第１号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整

備費補助金については、「好循環実現のための経済対策」（平成 25年 12月 5日）にお

いて、競争力強化及び防災・安全対策の加速のために措置されたことを認識し、中小企

業及び地方自治体の国際展開支援事業等に係る技術協力並びに防災力強化のための施

設改修に活用する。 
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 平成 26 年度補正予算（第１号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整

備費補助金については、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」（平成 26年 12月

27 日）において、地方の活性化及び災害・危機等への対応のために措置されたことを

認識し、中小企業及び地方自治体の国際展開支援事業等に係る技術協力並びに防災力強

化のための施設改修に活用する。 

 平成 27年度補正予算（第１号）により追加的に措置された運営費交付金については、

「総合的な TPP関連政策大綱」（平成 27年 11月 25日）において、海外展開先のビジネ

ス環境整備等を図るために措置されたことを認識し、産業人材育成事業等に係る技術協

力に活用する。 

平成 28年度補正予算（第２号）により追加的に措置された運営費交付金については、

「未来への投資を実現する経済対策」（平成 28 年 8 月 2 日）において、インフラなど

の海外展開支援等を図るために措置されたことを認識し、インフラ輸出・中小企業等の

海外展開支援等に係る技術協力に活用する。 

 

（２）機構は、引き続き自己収入の確保及びその適正な管理・運用に努める。 

 

４．短期借入金の限度額 

一般勘定 620億円 

有償資金協力勘定 2,200 億円 

理由：一般勘定については、国からの運営費交付金の受け入れ等が 3ヶ月程度遅延した

場合における職員への人件費の遅配及び事業費の支払い遅延を回避するため。 

有償資金協力勘定については、借入金償還と貸付金回収の短期資金ギャップ、財投機関

債発行時の繋ぎ、貸付実行額の急激な変動等に機動的・効率的に対処するため。 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処

分に関する計画 

 区分所有の保有宿舎については、平成 24 年度に 34 戸、平成 25 年度に 33 戸、平成

26年度に 33戸を譲渡し、これにより生じた収入の額の範囲内で主務大臣が定める基準

により算定した金額を国庫に納付する。ただし、譲渡が困難な場合は、当該不要財産を

国庫に納付することがある。 

 大阪国際センターについては、平成 24年度末までに現物納付する。広尾センターに

ついては、平成 26年度末までに現物納付又は譲渡する。 

 所沢・筑波構外・駒ヶ根構外・篠原町の職員住宅については、平成 28 年度末までに

現物納付又は譲渡する。譲渡の場合、これにより生じた収入の額の範囲内で主務大臣が

定める基準により算定した金額を国庫に納付する。  

 

６．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、
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その計画 

 該当なし 

 

７．剰余金の使途（有償資金協力勘定を除く。） 

剰余金が発生した際は、中期計画の達成状況を見つつ、事業の改善・質の向上に資す

る業務及び施設・設備の整備に必要な経費に充てることとする。 

 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（１）施設・設備 

業務運営の効率化及び業務の質の向上に関する目標の達成を図るため、長期的視野に

立った施設・設備の整備を行い、効果的・効率的な運営に努める。 

具体的には、既存の施設の老朽化等の業務実施上の必要性の観点から、施設・設備の

整備改修等を行う。 

 

平成 24年度から平成 28年度の施設・設備の整備に関する計画 

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 財源 予定額 

本部及び国内機関等施設整

備・改修 

施設整備費補助金等 4,637 

計  4,637 

（注）施設整備費補助金等の具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等にお

いて決定される。 

 

（２）人事に関する計画 

機構は、効果的かつ効率的な業務運営のため、人員の適正配置及び役割と貢献に応じ

処遇への適正な反映を図る。また、業務内容の高度化及び専門化に対応するため、職員

のキャリア開発や研修等の充実を通じた能力強化を図る。そのため、職員の専門性をよ

り一層高めて活用するキャリア開発を促進する観点から、若手の段階から専門分野を含

めたキャリアの方向性を意識させるとともに、様々な方法で効率的に現場に展開する機

会を増やす。 

機構は、これらの効果的かつ効率的な業務運営に則した人事に関する計画を定める。

具体的には、 

 

●的確な勤務成績の評価を行い、役割と貢献に応じた処遇の徹底を実現することで、職

員の意欲を更に引き出すとともに、業務内容の質的向上と効率化を図り得る適材適所の

人事配置を行う。 
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●職員一人一人にキャリア開発の方向性を意識させるとともに、事業現場でのマネジメ

ント経験、国際機関への出向等の活用も含め、国・地域・開発課題に関する知見の深化、

協力プログラム策定・プロジェクトマネジメント能力の強化、並びに語学も含めたコミ

ュニケーション能力の涵養を目的とした研修又は機会を提供し、業務内容の高度化及び

専門化に対応する職員の能力強化を図る。 

 

●在外職員に対して、在外において円滑な業務の遂行を可能とする支援策を拡充し、こ

れまで家庭の事情等により在外赴任が困難であった職員の赴任を可能とするなど、人的

リソースの効率的な活用を図る。 

 

（３）積立金の処分及び債権等の回収により取得した資産の取扱いに関する事項（機構

法第 31条第 1項及び法附則第 4条第 1項） 

前中期目標期間の最終事業年度において､通則法第 44 条の処理を行ってなお積立金

があるときは、主務大臣の承認を受けた金額について、直前の中期計画においてやむを

得ない事由により中期目標期間を超える債務負担としている契約（有償資金協力業務を

除く。）、前中期目標期間中に発生した経過勘定等の損益影響額に係る会計処理等に充て

ることとする。 

前中期目標期間中に回収した債権又は資金については、機構法に基づき、適切に国庫

に納付する。 

 

（４）中期目標期間を超える債務負担 

 中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担の必要性が認められる場合

には、次期中期目標期間にわたって契約を行うことがある。 



独立行政法人国際協力機構　中期計画（第３期）

予算 別表１

（単位：百万円）

区別

収入 運営費交付金収入 743,022

施設整備費補助金等収入 4,637

事業収入 1,711

受託収入 7,496

寄附金収入 120

前中期目標期間繰越積立金取崩収入 1,043

計 758,029

支出 一般管理費 49,834

（うち特殊要因を除いた一般管理費） 49,988

業務経費 695,942

（うち特別業務費及び特殊要因を除いた業務経費） 658,005

受託経費 7,496

寄附金事業費 120

施設整備費 4,637

計 758,029

[注１]四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

[人件費の見積り]
 期間中、63,599百万円を支出する。
 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者
給与に相当する範囲の費用である。
 また、上記の額は、「国家公務員の給与減額支給措置について」（平成23年6月3日）及び
「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成23年10月28日）を踏まえ、機構が
行った役職員の給与の見直しを反映している。
[運営費交付金の算定方法]　ルール方式を採用
[運営費交付金の算定ルール]　別紙のとおり

[注２]上記収入中の施設整備費補助金等収入及び支出中の施設整備費については、平成２
４年度以降の施設・整備計画に基づき記載しているが、具体的な額については、各事業年
度の予算編成過程等において決定される。
 [注３]無償資金協力の計画は、閣議により決定されるため、独立行政法人国際協力機構法
（平成１４年法律第１３６号）第１３条第１項第３号イに規定される業務における贈与資
金に関する予算、収支計画及び資金計画は記載していない。
 [注４] 運営費交付金収入及び業務経費については、平成24年度補正予算（第１号）により
措置された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成25年1月11日）の中小企業及び地
方自治体の国際展開支援等の技術協力に係る予算（5,400百万円）、平成25年度補正予算
（第１号）により措置された「好循環実現のための経済対策」（平成25年12月5日）の中小
企業及び地方自治体の国際展開支援事業等の技術協力に係る予算（6,055百万円）、平成26
年度補正予算（第１号） により措置された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」
（平成26年12月26日）の中小企業及び地方自治体の国際展開支援事業等に係る予算（9,019
百万円）、平成27年度補正予算（第１号） により措置された「総合的なTPP関連政策大
綱」（平成27年11月25日）の産業人材育成等の技術協力に係る予算（7,623百万円）並びに
平成28年度補正予算（第２号）により措置された「未来への投資を実現する経済対策」
（平成28年8月2日）のインフラ輸出・中小企業等の海外展開支援等の技術協力に係る予算
（6,401百万円）が含まれている。

[注５] 施設整備費補助金等収入及び施設整備費については、平成24年度補正予算（第１
号）により措置された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成25年1月11日）の防
災・減災機能向上のための施設改修（1,984百万円）、平成25年度補正予算（第１号）によ
り措置された「好循環実現のための経済対策」（平成25年12月5日）の防災力強化のための
施設改修（188百万円）及び平成26年度補正予算（第１号） により措置された「地方への
好循環拡大に向けた緊急経済対策」（平成26年12月26日）の防災力強化のための施設改修
（287百万円）に係る予算が含まれている。

[注６]運営費交付金収入、一般管理費及び業務経費については、機構が行った役職員の給
与の見直しが反映されている。

19



収支計画 別表２

（単位：百万円）

区別

費用の部 754,039

経常費用 754,039

一般管理費 49,267

（うち特殊要因を除いた一般管理費） 49,422

業務経費 695,942

（うち特別業務費及び特殊要因を除いた業務経費） 658,005

受託経費 7,496

寄附金事業費 120

減価償却費 1,213

財務費用 0

臨時損失 0

収益の部 752,996

経常収益 752,757

運営費交付金収益 742,456

事業収入 1,472

受託収入 7,496

寄附金収入 120

資産見返運営費交付金戻入 1,162

資産見返補助金等戻入 52

財務収益 238

受取利息 238

臨時収益 0

純利益（▲純損失） ▲ 1,043

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,043

目的積立金取崩額 0

総利益（▲総損失） 0

[注]四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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資金計画 別表３

（単位：百万円）

区別

資金支出 775,081

業務活動による支出 752,826

一般管理費 49,267

（うち特殊要因を除いた一般管理費） 49,422

業務経費 695,942

（うち特別業務費及び特殊要因を除いた業務経費） 658,005

受託経費 7,496

寄附金事業費 120

投資活動による支出 5,204

固定資産の取得による支出 5,204

財務活動による支出 4,087

不要財産に係る国庫納付による支出 4,087

国庫納付金による支払額 10,797

次期中期目標期間への繰越金 2,168

資金収入 775,081

業務活動による収入 752,349

運営費交付金による収入 743,022

事業収入 1,711

受託収入 7,496

寄附金収入 120

投資活動による収入 6,403

施設整備費補助金による収入 2,961

固定資産の売却による収入 647

貸付金の回収による収入 2,795

財務活動による収入 0

前中期目標期間からの繰越金 16,329

[注]四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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（別紙） 

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎事業年度に交付する運営費交付金については、以下の数式により決定する。 

 

Ａ(y)＝Ｂ(y)＋Ｃ(y)＋Ｄ(y)＋Ｅ(y)－Ｆ(y) 

Ａ(y)：運営費交付金 

Ｂ(y)：物件費 

Ｃ(y)：人件費 

Ｄ(y)：特別業務費 

Ｅ(y)：特殊要因 

Ｆ(y)：事業収入 

 

○物件費 Ｂ(y) 

各事業年度の物件費Ｂ(y)は以下の式により決定する。 

Ｂ(y)＝直前の事業年度における物件費 B(y-1)×効率化係数α×調整係数σ 

・効率化係数 α 

各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

・調整係数 σ 

法令改正等に伴う業務の改変、政策的要素に伴う事業量の増減等を勘案し、各事業年度の予

算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

 

○人件費 Ｃ(y) 

各事業年度の予算編成過程において具体的に決定。 

 

○特別業務費 Ｄ(y) 

機構の判断のみで決定又は実施することが困難な国家的な政策課題に対応するために必要とされる

業務経費であり、各事業年度の予算編成過程において具体的に決定。 

 

○特殊要因 Ｅ(y) 

現時点で予測不可能な事由により時限的に生じる経費の増減であり、各事業年度の予算編成過程に

おいて具体的に決定。 

 

○事業収入 Ｆ(y) 

各事業年度の事業収入Ｆ(y)は以下の式により決定する。 

Ｆ(y)＝当該事業年度に回収する利息収入＋直前の事業年度における雑収入Ｇ(y-1)×収入係数δ 

・収入係数 δ 

各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

 

上記の算定式に基づき、一定の仮定の下に中期計画の予算を試算。 

α ： 効率化係数（0.986と仮定） 

σ ： 調整係数 （1.00 と仮定） 

δ ： 収入係数 （1.03 と仮定） 

以 上 


